居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書等の確認書

　下記内容をご確認の上、居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書等の提出が翌月以降となった理由をご記入ください。

□　新規申請・更新申請・区分変更申請の認定日がサービス開始年月日（暫定プランを
含む）の翌月以降となったため

□　要介護区分が違う認定結果となった場合に、例えば要介護から要支援、要支援か
ら要介護になった場合等、その後すぐ区分変更を行い、元の介護区分に戻ったの
で、届出をしていなかった。

□　転入したが、サービス提供事業所の変更がなかったので、転入先に届出をしていなかっ
た。

□　契約日が土・日曜日・祝日等だったため、届出書の提出が月を跨ってしまった。

□　生活保護受給者が６５歳になってしまっていた。

□　事業所番号が変わったが、担当ケアマネジャーは変わっていないので、居宅サービス計
画作成依頼（変更）届出書を出し直す必要はないと思っていた。

□　居宅介護サービス利用から施設サービス利用を挟んで居宅介護サービスを利用したが、
過去に居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書を提出していたので、届出をしなくても良いと思っていた。

· その他

	被保険者名（被保険者番号）
	　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

	被保険者が計画の作成を依頼し、同意を得た日
	年　　　月　　　日

	サービス担当者会議を開催した日
	　　　　　年　　　月　　　日


上記の通り、報告します。
提出日　　　　　　　　年　　　月　　　日
事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _GoBack]担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
